
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略称 JPBM は、全国の税理士・弁護士など

が連携して中小企業の経営支援とその末永

い発展に寄与することを目的に昭和 61 年か

ら組織された団体です。 

全国約 300 の会員事務所が有機的に連携

し、「資金調達」、「成長支援」、「事業承継」、

「再生支援」の４つのカテゴリーで中小企業を

支援しています。 

講師：渡邊芳樹氏 

税理士法人渡邊芳樹事務所所長（公認会計士・税

理士） 

（社）日本中小企業経営支援専門家協会理事 

主な著書に、「株式交換移転・事業譲渡 法務・税

務・会計のすべて 実践企業組織改革」（税務経理

協会）、「合併・分割 法務・税務・会計のすべて 

実践企業組織改革」（税務経理協会）、「自己株式

の会計と申告実務 Q&A」（中央経済社）ほか 

グループ法人税制の改正と活用  

～グループ企業の選択・集中か 分散か 
      企業再編のヒントがここに～ 

 

平成 22 年度税制改正で、グループ企業間での取引に関する税制の取扱いに大きな改正がありま

した。従来からの企業組織再編税制の利用も視野にいれ、子会社や関連会社を擁するグループ企

業の在り方を再考する機会でもあります。例えば、 

・既存のグループ企業の選択と集中で経営の合理化を図りたい、 

・将来の事業承継に備え、分社化やグループ再編成を検討したい、 

・赤字子会社の効果的な整理を検討しているが、 

といった懸案事項を整理する場合、税務や法務に関する個々の問題をクリアしながら具体的にシ

ミュレーションし、かつ、金融機関とも協調しながら理想の企業グループを組成していかなけれ

ばなりません。にもかかわらず解決に専門性を必要とするため計画立案が後手になってはいない

でしょうか。今回のセミナーは、このようなお悩みをお持ちの経営者や経営幹部の方々に今後の

企業再編への取組のヒントを掴んでいただく為に企画いたしました。どうぞお気軽にお申し込み

いただきたいと思います。               （新潟中央会計：企業再編担当 尾身） 

緊急！ 

6月22日(火)
日 時

15時~17時

会場 新潟テルサ
新潟市中央区鐘木185-18

参加費用

3,000円

主催：新潟中央会計 
税 理 士 
法 人 

後援：    日本中小企業経営支援専門家協会 
一 般 
社 団 法 人 

セミナー 

日本中小企業経営支援専門家協会 
一般社団法人 

JPBM 

お申込み 

 

下記にご記入の上、ＦＡＸにてお送りください。後日、ご案内を送付いたします。 

参加申込書 

貴 社 名 
 

 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

    －    －    

    －    －   

ご 住 所 
 

 
E メールアドレス  

ご出席者 1 
 

(役職          ) ご出席者 2 
 

(役職          ) 

 
新潟中央会計税理士法人  

新潟市中央区愛宕１－３－４ NSJ にいがた総合事務所内 ℡ 025-281-6271 
FAX 025-281-6281 

 

お問合せ 
http://99tax.jp 

お申込みいただいた個人情報につきましては、幣事務所の個人情報保護方針に基づき適切にお取り扱いいたします。 


